
スマホを持っていても、なかなか使い方がわからない。

そのような方に向けたスマホ講座を開催します。

川崎市役所総務企画局デジタル化施策推進室
Tel.044-200-2109 (平日8時30分～12時、13時～17時15分)

※上記の中から受講したいものを選択して受講することができます。（全て受講することも可能です。）

※車での来場はお控えください。

※受講時に発生する通信料はご本人の負担となります。

問い合わせ先

スマホ初心者でもOK 宮前区在住、スマホを持っている方 ❣

やさしく

丁寧に説明

参加資格：

下記問い合わせ先に電話をし、「○○区の」「○月○日実施の○○を受講希望」「住所」「氏名」「日中電

話に出られる電話番号」をお伝えください。申込みはパソコン、スマホからも行うことができます。

https://logoform.jp/form/FUQz/413791 

(右のQRコードでもアクセスできます。)

申込受付開始：12月15日(金) 9時から (先着順)

申込方法

内容 実施日時 定員 場所

スマホ何でも相談会

普段スマホを使用していて、疑問や不安に感じてい
ることを相談員に聞くことができる相談会です。

１月9日（火）
10時～12時

10名
宮前区役所
大会議室

スマホ初心者向け講座

スマホを自分好みの設定にする、簡単に文字の入力
をする等、便利な使い方に関することや、トラブル
に遭わないために必要なことなどを学びます。

2月1日（木）
10時～12時

20名
向丘出張所
会議室A・B

市民向けスマホアプリ等学習講座

川崎市のオンライン手続き（e-KAWASAKIなど）
や川崎市が提供しているアプリケーションなどを学
習できる講座です。

2月1日（木）
14時～16時

20名
向丘出張所
会議室A・B
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